
国 民 年 金 コ ー ナ ー

　老齢基礎年金の年金額を計算するとき
に、保険料の免除や猶予などの承認を受け
た期間があるときは、保険料を全額納付し
たときと比べて年金額が少なくなります。
　この免除などの承認を受けた期間の保険
料については、後から追加で納付（追納）す
ることができ、それにより受給する年金額
を増やすことができます。
　保険料の追納を行うには申し込みが必要
ですので、お近くの年金事務所にお問い合
わせください。

　国民年金保険料の追納をお勧めします！

◆追納に関する注意事項
・追納は納付書でのみ支払いが可能です
　（口座振替などはできません）。
・原則古い期間から納付していただきます。
・追納ができる期間は、追納が承認された
　月の前10年以内の期間に限られています。
・免除などの承認を受けた期間の翌年度か
　ら起算して、３年度目以降の保険料を追
　納する場合には、当時の保険料に経過期
　間に応じた加算額が上乗せされます。
◆今年度中に追納する保険料
　下表のとおりです。

■今年中に追納する場合の保険料額

対象年度 定額保険料 全額免除
納付猶予

4分の3免除
（平成18年7月～） 半額免除 4分の1免除

（平成18年7月～）
平成16年度分 13,300円 14,750円 ― 7,370円 ―
平成17年度分 13,580円 14,790円 ― 7,390円 ―
平成18年度分 13,860円 14,840円 11,130円 7,420円 3,710円
平成19年度分 14,100円 14,880円 11,150円 7,440円 3,710円
平成20年度分 14,410円 15,000円 11,250円 7,500円 3,750円
平成21年度分 14,660円 15,070円 11,300円 7,540円 3,760円
平成22年度分 15,100円 15,340円 11,500円 7,670円 3,830円
平成23年度分 15,020円 15,130円 11,340円 7,560円 3,780円
平成24年度分 14,980円 14,980円 11,230円 7,490円 3,740円
平成25年度分 15,040円 15,040円 11,280円 7,520円 3,760円
※表中の■の部分の保険料額には、一定の加算額が含まれています。
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問郡山年金事務所　☎024-932-3434
問町民生活課　☎72-6933
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